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 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成26年10月３日 

                                     佐賀県人事委員会委員長  大  西  憲  治    

 佐賀県人事委員会規則第18号 

   管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

 管理職員等の範囲を定める規則（昭和41年佐賀県人事委員会規則第14号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

別表（第１条、第２条関係） 別表（第１条、第２条関係） 

機関 職員 

 略   

現地機関  略  

産業技術学院  略 

農業技術防除セン

ター 

 略 

地域農業改良普及

センター 

所長 

上場営農センター 所長 副所長 

 略  

林業試験場  略 

農林事務所 所長 副所長 総務課長 

土木事務所 所長 副所長 総務課長 

 略  

 備考 略 

機関 職員 

 略   

現地機関  略  

産業技術学院  略 

農林事務所 所長 農林調整監 センター長

 副所長 総務課長 

農業技術防除セン

ター 

 略 

  

上場営農センター 所長 副所長 

 略 

林業試験場  略 

  

土木事務所 所長 土木調整監 副所長 総

務課長 

  略  

 備考 略 
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   附 則 
 この規則は、公布の日から施行する。 


